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□後期基本計画策定にあたっての市民意向把握の方法・庁内検討組織の概要等 

 概要 対象 

市民意向調査 

・総体的な市民のまちづくりに対する意向を把握す

るためにアンケート調査を実施 

・各基本施策に位置付けている成果指標の達成状況

を把握するための項目を設定 

16 歳以上の市民 

2,000 人（無作為抽出） 

パブリック 

コメント 

・素案に対する意見を聴取するために実施 全市民（市内への通勤

者含む） 

総合計画 

審議会 

・市長の諮問に応じ、総合計画の審議を行うための

組織 

市議会議員・公共的団

体等の代表者・学識経

験者・市職員・市民 

総合計画策定

委員会 

・総合計画策定にあって、方針、内容等について全

庁的横断的な検討・判断を行う 

市職員（部長級） 

総合計画策定

専門部会 

・後期基本計画の素案の作成を行う 

・分野別に７つの部会を設け、分野別の計画（現況

や課題、成果指標、施策の展開方向、主要事業、

協働の考え方等）の更新について検討を行う 

市職員（課長級） 

専門家委員会 

・専門部会の部会ごとに、１名の専門家を招へいし、

分野別の計画の内容等について指導・助言をもら

う 

学識経験者 

 

市 民 

総合計画審議会 市 長 

諮問 

答申 

市議会 

議決 

提案 

行政 
 

指示 報告 

市民意向調査 

パブリックコメント 

総合計画策定委員会 

【市職員（部長級）】 

総合計画策定専門部会 

【市職員（課長級）】 

専門家委員会 
（有識者で構成） 

 

指導・助言 

 

  

令和元年７月 12日 
第１回 泉大津市総合計画審議会 
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